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説明内容

1. 保健所の概要について

2. 保健所の業務について

3. その他
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１．保健所の概要について
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千葉県の保健所

• 県型保健所：１３ヶ所

• 市型保健所： ３ヶ所

【指定都市】

千葉市保健所

【中核市】

船橋市保健所

柏市保健所
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千葉県の保健所

保健所＋福祉事務所

⇒保健所（健康福祉センター）
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香取保健所の職員数
職員数職種

１３名事務職

３１名技術職

１名医師

４名獣医師

５名薬剤師

１０名保健師

２名管理栄養士

５名臨床検査技師

１名衛生検査技師

１名診療放射線技師

２名精神保健福祉相談員

４４名合計
令和７年１２月１日現在6
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香取保健所幹部

• 所長（センター長）：医師

• 次長（副センター長）：行政職

―総務企画課、生活保護課

• 次長（副センター長）：保健師

―地域保健福祉課、健康生活支援課、検査課、

食品機動監視課
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香取保健所の組織（６課）

【保健所機能】【福祉事務所機能】

• 総務企画課→庶務、防災、医務、薬務、災害医療

• 地域保健福祉課→母子・成人保健、精神、栄養、難病、

母子父子寡婦福祉資金、ＤＶ

• 生活保護課→生活保護

• 健康生活支援課→感染症、結核、食品、動物、環境

• 検査課→微生物検査

• 食品機動監視課→広域流通食品
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香取保健所の業務

• 健康危機管理：食中毒、感染症、精神、災害、
その他（医薬品・毒物・劇物）など

• 調整業務：地域医療構想調整会議、地域・職域連携推進協議会など
• 窓口業務・電話相談：申請（住民と法人）と相談
• 市を経由しての申請：母子父子寡婦福祉資金、児童福祉手当など
• 診療所機能：ＨＩＶ検査
• 指導業務（監視・監査・立入）：出張しての業務

病院、食品営業、理美容、ビル管理、動物など
• 調査事業：人口動態統計、国民健康栄養調査など
• 検査業務：微生物検査（臨床検査、食品衛生など）
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２．保健所の業務について
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健康危機管理

① 感染症

・慢性感染症：結核、エイズなど

・急性感染症：インフルエンザなど

・院内・施設内感染

② 食中毒

③ 精神障害：自傷他害のおそれ

④ 災害対応

その他、医薬品、飲料水、毒物劇物など
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２－１．地域医療
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病院への立入検査

令和
７年度

令和
６年度

令和
５年度

令和
４年度※

令和
３年度※

令和
２年度※

２０２５２０２４２０２３２０２２２０２１２０２０西暦

８８８０００定例対面

０００８８８定例書面

８８８８８８合計

注）令和７年度は予定数です。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、書面にて実施。
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地域保健医療連携・地域医療構想調整会議

• 香取海匝２次医療圏が対象
• 香取保健所、海匝保健所
• 委員 ２５名
• 病院数：香取管内8病院、海匝管内１２病院
• 病床の機能分化と連携をメインテーマ
• 令和７年度は２回開催予定

第１回：令和７年８月７日
・ 医療機関毎の具体的対応方針について
・ 病床機能再編支援事業について
・ 病床配分の方向性について
・ 地域医療提供体制データ分析チーム構築支援事業について

第２回（予定）：令和８年3月
・ 医療機関毎の具体的対応方針について
・ 非稼働病棟について
・ 紹介受診重点医療機関の選定について
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２－２．結核・感染症
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日本における結核の課題（令和６年）

① 高齢者
６５歳以上：６４．４％（６６．８％）
８０歳以上：４２．７％（４２．９％）

② 外国出生者
１，９８０人、全体の１９．７％

（１，６１９人、１６．０％）
２０歳代に限ると９０．０％

（８４．８％）
③社会・経済的困窮者

・ホームレス経験、無職、生活保護受給（または申請中）など

※（ ）は令和５年の数値
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結核罹患率（令和６年）

罹患率（人口１０万対）

８．１日本

７．９千葉県

７．１管内
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管内の結核新登録患者数の推移
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管内における患者の年齢別の割合（令和６年）

19

P.98
0～9歳

0%

10～19歳
0%

20～29歳
14%

30～39歳
14%

40～49歳
14%

50～59歳
0%

60～69歳
29%

70～79歳
29%

80～89歳
0%

90歳以上
0%

0～9歳

10～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80～89歳

90歳以上



外国籍の結核患者（令和６年）

人数国名

０人ネパール

1人インドネシア

2人フィリピン

０人ベトナム

０人ミャンマー

０人バングラデシュ
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DOTS事業とDOT

• DOTSとは、WHOが提唱した最も効果的な結核対策
パーケージ戦略

Directly Observed Therapy Short Course

・DOTでの短期化学療法

• DOTとは、投薬時に患者の服薬を直接確認する方法

Directly Observed Therapy
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結核以外の感染症の状況等（令和６年度）

【３類感染症】

発生なし

【定点把握対象疾患の状況】
2024年1～52週分
・インフルエンザ：3,044人
・新型コロナウイルス：3,048人
・感染性胃腸炎：998人

【集団発生事例】
・感染性胃腸炎

：保育所１件、社会福祉施設３件
・新型コロナウイルス

：社会福祉施設20件
・インフルエンザ

：社会福祉施設2件

【４類感染症】

・レジオネラ症：２人

・E型肝炎：１人
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管内感染症情報のメールでの配信

週１回、メールマガジンの形で医療機関、
学校、市などに配信

【参加状況】 ７９か所（令和７年１１月現在）

医療機関：１０

市教育委員会：４ 市健康課：７

市消防本部：１

保育園：３ 社会福祉施設：６２

その他：医師会、司法書士事務所
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２－３．食品衛生
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食中毒の発生件数

令和
7年

令和
６年

令和
５年

令和
４年

令和
３年

令和
２年

２０２５２０２４２０２３２０２２２０２１２０２０西暦

００００１０件数

００００１６０患者数

注）令和７年度は９月３０日現在。
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食品営業施設への指導

令和
７年

令和
6年

令和
５年

令和
４年

令和
３年

令和
２年

２０２５２０２４２０２３２０２２２０２１２０２０西暦

1,5881,6111,7441,6751,7952,110要許可施設数
（許可件数）

234525494667836756監視件数

注）・令和３年6月１日から新法制度に移行→ 許可業種が見直されたため、単純な施設数の
比較は困難

・令和７年度は９月３０日現在。
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食品機動監視課の食品衛生監視
業務実績（製造業等）

令和
６年

令和
5年

令和
4年

令和
3年

令和
２年

令和
元年

２０２４２０２３２０２２２０２１２０２０２０１９西暦

6698491,0781,3101,4871,475要許可施設数
（許可件数）

4615034417141,8773,410監視件数

28

注）令和3年6月1日から新法制度に移行。

食品機動監視課の所掌施設は、香取・海匝保健所管内の公設市場、大規模製造業、
大規模小売店舗、容器包装製造施設
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２－４．検査

29



検査課の業務

R7年度
（9月末現在）

R６年度
実績

概 要検査の種類

3３６件８１２件平常時の感染症対策腸内細菌検査

１９３件３９４件HIV・肝炎・性感染症検査臨床検査

３0検体３６検体管内施設から収去した食品の検査食品衛生検査

1４検体

６検体

０検体

２３検体

・感染症発生に伴う検査
・食中毒及び苦情食品等の検査

（原因検索）

健康危機管理検査
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２－５．精神保健

31



精神の措置入院の流れ（令和６年度）

• 保健所への通報等（警察等から） １９件

↓ （うち警察から１０件）

• 保健所の調査（精神保健福祉相談員）

↓
• 精神保健指定医による診察 ９件

↓
• 措置入院 ８件
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管内の通報件数（内 措置件数）
青： 通報件数
赤： 措置件数

P.57
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２－６．申請事業
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小児慢性特定疾病医療費受給件数
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指定難病医療費助成受給件数
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指定難病医療費助成制度 疾病別受給割合

37

パーキンソン病

14%
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10%
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51%
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（令和6年度末現在）
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２－７．福祉業務
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福祉業務（令和６年度）

母子父子寡婦福祉資金 新規貸付

①母子福祉資金

修学資金：１件（４８０万円）

②父子・寡婦福祉資金

０件（０円）
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40

○児童扶養手当
ひとり親家庭や、親と一緒に生活していない児童を養育する家庭の

生活と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として、児童
を監護している母又は父、あるいは父母に代わって養育する者に対し
て支給される手当

令和６年度受給者：１２２人（神崎町・多古町・東庄町）

○特別児童扶養手当
家庭で介護されている障害のある児童（２０歳未満）の福祉の増

進を図り、その生活に寄与することを目的として、児童の父母又は
養育者に対して支給される手当
令和６年度受給者：１４６人（香取市・神崎町・多古町・東庄町）

P.76～77
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２－８．生活保護
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１ 被保護世帯・人員・保護率
（対象：神崎町・多古町・東庄町）

生活保護の割合
８.３２‰

（人口1,000人あたり）

参考：千葉県全体
１４.３８‰

233 235 231 230 225 

273 268 262 256 254 

0

50

100

150

200

250

300

2年度 3年度 4年度 5年度 6年度

被保護世帯数 被保護人員

生活保護業務（令和６年度）
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被保護世帯の類型（令和６年度）

高齢者世帯

６１.１％

傷病・障害世帯

２７.７％

母子世帯

０.４％
その他世帯

１０.７％

被保護世帯類型別構成比 令和６年度の被保護世帯（２２４
世帯）のうち、６１．１％（１３７
世帯）が高齢者世帯となっています。

開始世帯のうち、１７世帯について
は、預貯金等の減少により保護開始と
なりました。

廃止世帯のうち、２２世帯について
は、死亡により保護廃止となりました。

地区担当員４名で訪問を実施しまし
た。
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３．その他
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会議・研修事業（DX化）

会議
対面（感染症審査会議）
対面とリモートのハイブリッド会議

（所内会議、保健所運営協議会）
リモート会議（地域医療構想会議）
研修
対面（演習を含むなど対面でないとできない会議）
対面とリモート、YouTube配信
リモート、YouTube配信
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市町との協同作業

保健師現任教育の推進

管内保健師の現任教育について、管内保健師業務連絡研究会、
新任期保健従事者交流会・勉強会等を活用して実施。

地域職域連携推進事業

市町、医師会等医療や労働基準監督署、産業保健センター、
事業所等の職域関係機関・団体が協力し、働く世代の健康づく
りを推進。令和５年度から５年計画で、「身体を動かす習慣づ
くり」で事業を展開。
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香取保健所管内行政栄養士業務研究会

管内市町で共通する栄養課題の解決に向けて、栄養相談
に活用できる媒体の作成、事例検討等を実施。

ゲートキーパー養成講座

管内市が主催するゲートキーパー（悩んでいる人に気づ
き、声をかけてあげられる人）養成講座に保健所の精神保
健福祉相談員を講師として派遣。
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市町との協同作業（２）


